
随意契約結果表 

担当課名 環境創造課 

案件名 三田市クールチョイス推進事業委託 

案件の概要 環境省の「令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地

方と連携した地球温暖化対策活動推進事業）」を活用して、第３次三

田市環境基本計画の重点プロジェクトにも位置付けられている「クー

ルチョイス（地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運

動）」における取組内容を、市民や事業者へ啓発し、地球温暖化対策

にかかる取組を強化する「クールチョイス推進事業」の支援業務につ

いて業務委託を行う。 

随意契約の種類 単独随意契約 

契約年月日 令和３年７月２０日 

契約の相手方 アセス株式会社 

契約金額 4,895,000 円（うち消費税 445,000 円） 

契約期間 令和３年７月２０日から令和４年１月３１日まで 

随意契約とした理由 本業務は、当市の地球温暖化対策における取組を十分把握した上

で、より効果的・効率的なクールチョイス啓発活動を実施し、またその

成果や課題の分析が必要となる。そのため、価格面の優位性のみでな

く、企画力、専門性、情報収集・分析力及びこれまで同種または類似の

業務に携わった十分な実績等に重点を置くものであり、その性質また

は目的が競争入札に適していないものであることから、地方自治法２

３４条第２項及び地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号を適用

し、優れた企画力と分析力を持つ者から企画提案書、見積書等を徴収

する公募型プロポーザル方式により請負業者の選定を行った。 

アセス株式会社は、企画提案等の審査の結果、評価の合計点が最

上位であったため、当該業者と単独随意契約を行うもの。 

 

【プロポーザル審査結果表】 

業者名 評価点合計 備 考 適 用 

アセス株式会社 345 点  特定 

Ａ社 332 点   

 

 

随意契約とした法的

根拠 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による。 

（その性質または目的が競争入札に適しないもの） 

 

 


